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議
員

普
通
会
計
に
つ
い
て
、

財
政
構
造
面
で
の
弾
力
性
を

示
す
経
常
収
支
比
率
が
、
十

五
年
度
は
前
年
度
に
比
べ
二
・

二

下
が
り
八
六
・
三
％
で

あ
っ
た
。
一
般
的
に
、
経
常

ポ
イ
ン
ト

一
般
財
源
（
地
方
税
、
地
方

交
付
税
等
）
に
対
す
る
経
常

的
経
費
（
人
件
費
、
扶
助
費
、

公
債
費
等
経
常
的
に
支
出
さ

れ
る
も
の
）
充
当
一
般
財
源

の
割
合
が
八
〇
％
を
超
え
る

と
財
政
は
弾
力
性
を
失
う
と

い
わ
れ
て
い
る
。
市
民
の
暮

ら
し
を
守
る
た
め
に
必
要
な

扶
助
費
な
ど
の
義
務
的
経
費

が
増
加
し
た
場
合
、
収
入
が

現
在
と
同
額
か
減
少
と
な
れ

ば
経
常
収
支
比
率
は
上
が
る

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
指
標

は
、
現
状
に
合
わ
な
く
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

財
政
課
長

経
常
収
支
比
率

が
前
年
度
に
比
べ
二
・
二

下
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

経
常
的
経
費
に
充
当
し
た
一

般
財
源
が
前
年
度
に
比
べ
六

七
五
〇
万
円
増
加
し
た
の
に

対
し
、
分
母
と
な
る
経
常
一

般
財
源
総
額
が
、
臨
時
財
政

対
策
債
の
増
額
に
よ
り
、
一

三
億
三
〇
〇
〇
万
円
の
増
と

な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の

指
標
が
現
状
に
合
う
も
の
か

ど
う
か
は
再
考
す
べ
き
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
好

景
気
の
と
き
に
は
、
一
般
的

に
各
市
と
も
に
経
常
収
支
比

率
が
八
〇
％
を
下
回
っ
て
い

た
。
十
五
年
度
に
お
い
て
、

県
下
の
人
口
二
〇
万
人
以
上 ポ

イ
ン
ト

え
て
お
り
、
そ
の
中
で
当
病

院
は
中
核
と
な
り
、
地
域
医

療
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ

て
い
き
た
い
。

議
員

経
常
収
支
額
に
特
別

利
益
お
よ
び
特
別
損
失
を
加

え
た
十
五
年
度
の
純
損
失
が

三
億
八
六
〇
九
万
二
〇
四
八

円
、
十
五
年
度
末
の
未
処
理

欠
損
金
が
一
一
億
二
三
五
四

万
五
九
四
一
円
で
あ
っ
た
。

以
前
か
ら
経
営
改
善
に
取
り

組
ん
で
い
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
る
が
、
十
五
年
度
の
具

体
的
な
取
り
組
み
を
聞
き
た

議
員

市
立
の
病
院
と
し
て
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
と
採
算
性
を

と
も
に
両
立
さ
せ
る
こ
と
が

重
要
と
思
う
が
、
経
営
の
考

え
方
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

病
院
長

現
在
の
診
療
体
系

で
は
、
市
民
が
望
む
診
療
等

を
す
べ
て
行
う
と
、
さ
ら
に

経
営
が
悪
化
す
る
と
思
わ
れ

る
。
市
民
の
希
望
に
添
え
る

範
囲
で
経
営
も
成
り
立
つ
よ

う
に
努
力
し
て
い
る
。
ま
た
、

大
磯
・
二
宮
を
含
め
た
地
域

で
完
結
す
る
医
療
圏
を
つ
く

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

い
。

病
院
総
務
課
長

患
者
紹
介

率
が
三
〇
％
を
超
え
る
こ

と
、
平
均
在
院
日
数
が
一
七

日
を
下
回
る
こ
と
を
目
標
に

定
め
、
お
お
む
ね
達
成
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
委

託
料
の
減
額
や
光
熱
水
費
の

節
減
に
努
め
、
費
用
の
節
減

対
策
に
も
、
あ
る
程
度
の
結

果
を
残
せ
た
と
考
え
て
い
る
。

診
療
科
・
部
門
別

原
価
計
算
の
導
入
を

議
員

十
三
年
度
か
ら
十
五

年
度
の
三
年
に
わ
た
る
新
平

塚
市
総
合
計
画
・
改
訂
基
本

計
画
第
二
次
実
施
計
画
で
の

高
度
医
療
器
機
の
購
入
額
を

伺
い
た
い
。

病
院
総
務
課
長

高
度
医
療

器
機
の
購
入
は
、
ほ
ぼ
計
画

ど
お
り
に
実
施
で
き
、
実
行

額
は
八
億
三
七
八
九
万
二
〇

〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

議
員

経
営
改
善
の
面
か
ら

も
先
進
病
院
を
参
考
に
診
療

科
別
、
部
門
別
の
原
価
計
算

を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

病
院
事
務
局
長

部
門
別
等

の
原
価
計
算
の
重
要
性
は
十

分
認
識
し
、
第
四
次
行
政
改

革
の
中
で
取
り
組
ん
で
お
り
、

現
在
は
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

昭
和
五
十
八
年
に
老
人
保
健

制
度
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
初

め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
年
間

五
〇
〇
人
か
ら
六
〇
〇
人
ず

つ
減
少
す
る
傾
向
は
平
成
十

九
年
ま
で
続
く
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
医
療
費
の
総
額

は
前
年
に
比
べ
約
九
〇
〇
〇

万
円
増
え
て
一
六
四
億
三
〇

〇
〇
万
円
余
、
給
付
件
数
は

約
三
五
〇
〇
件
の
増
加
に
よ

り
延
べ
六
八
万
四
四
九
七

件
、
患
者
の
一
部
負
担
金
は

一
四
億
九
〇
〇
〇
万
円
増
加

し
て
お
り
、
老
人
一
人
当
た

り
の
医
療
費
は
年
間
六
六
万

五
一
三
〇
円
で
、
前
年
度
に

比
べ
一
万
八
三
九
一
円
の
増
、

二
・
八
％
の
伸
び
率
で
あ
っ

た
。
な
お
、
十
五
年
度
の
医

療
費
の
事
業
実
績
に
よ
る

と
、
老
人
保
健
医
療
制
度
の

改
正
に
よ
る
本
市
へ
の
影
響

は
少
な
か
っ
た
と
判
断
し
て

い
る
。

議
員

市
へ
の
影
響
が
少
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
患

者
の
負
担
だ
け
が
増
え
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。

保
険
年
金
課
上
席
課
長
代
理

患
者
の
負
担
は
前
年
度
に

議
員

老
人
保
健
医
療
事
業

の
医
療
給
付
費
負
担
金
は
一

四
九
億
四
四
二
七
万
円
余
で

あ
っ
た
が
、
平
成
十
四
年
十

月
の
老
人
保
健
医
療
制
度
の

改
正
で
本
市
に
は
ど
の
よ
う

な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
。

保
険
年
金
課
上
席
課
長
代
理

こ
の
制
度
の
主
な
改
正
点

は
、
医
療
対
象
年
齢
の
段
階

的
引
き
上
げ
、
患
者
の
自
己

負
担
額
の
引
き
上
げ
、
患
者

の
定
額
負
担
制
の
廃
止
、
公

費
負
担
の
引
き
上
げ
の
四
点

で
あ
っ
た
。
十
月
改
正
の
た

め
単
年
度
比
較
は
難
し
い
が
、

対
象
者
は
五
六
三
人
減
少
し

た
。
こ
の
対
象
者
の
減
少
は

の
市
で
は
、
経
常
収
支
比
率

は
良
好
と
は
い
え
な
い
状
況

に
あ
る
。

新
市
庁
舎
の
建
設
基
金

積
み
立
て
額
の
根
拠
は

議
員

市
長
は
以
前
本
会
議

で
、
新
庁
舎
建
設
ま
で
に
は

お
よ
そ
一
〇
年
間
を
要
す
る

と
答
弁
し
て
い
る
。
庁
舎
建

設
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
金

額
は
約
二
〇
〇
億
円
と
の
こ

と
で
あ
る
が
、
今
回
の
平
塚

市
庁
舎
建
設
基
金
へ
の
積
立

金
額
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
の

根
拠
は
何
か
。
ま
た
、
庁
舎

建
設
を
検
討
す
る
に
当
た
っ

て
の
考
え
方
を
聞
き
た
い
。

行
政
総
務
課
長

新
庁
舎
建

設
費
用
二
〇
〇
億
円
程
度
の

内
訳
と
し
て
起
債
が
四
分
の

一
、
一
般
財
源
が
四
分
の
一
、

積
み
立
て
が
二
分
の
一
と
想

定
し
て
い
る
。
積
立
金
を
約

一
〇
〇
億
円
と
考
え
て
い
る

が
、
こ
れ
ま
で
に
約
六
〇
億

円
を
積
み
立
て
て
お
り
、
今

後
も
財
政
状
況
を
鑑
み
て
積

み
立
て
て
い
き
た
い
。
な
お
、

建
設
に
当
た
っ
て
は
庁
内
に

検
討
組
織
を
設
置
し
、
新
庁

舎
の
概
要
を
検
討
後
、
市
民

か
ら
も
意
見
を
募
っ
て
い
き

た
い
。
そ
の
後
に
作
成
さ
れ

た
新
庁
舎
の
概
要
か
ら
市
役

所
の
機
能
、
規
模
、
建
設
予

定
地
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ

に
基
づ
き
建
設
資
金
を
算
出

し
て
い
き
た
い
。

議
員

当
初
予
算
案
で
は
庁

舎
建
設
基
金
の
利
息
分
だ
け

を
基
金
へ
組
み
入
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
が
、
最
終
的

に
元
金
積
み
立
て
を
し
た
理

由
は
何
か
。

財
政
課
長

当
初
は
利
子
分

の
み
の
予
算
措
置
を
し
た

が
、
新
庁
舎
建
設
計
画
を
進

め
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し

た
た
め
、
元
金
と
し
て
積
み

立
て
た
も
の
で
あ
る
。

ひ
ら
つ
か
七
夕
ま
つ
り

開
催
の
総
費
用
聞
く

議
員

毎
年
、
七
月
に
開
催

さ
れ
て
い
る
湘
南
ひ
ら
つ
か

七
夕
ま
つ
り
に
は
、
五
日
間

で
お
よ
そ
三
〇
〇
万
人
の
人

出
が
あ
る
。
こ
の
祭
り
の
開

催
に
当
た
っ
て
は
、
十
五
年

度
に
市
か
ら
七
夕
ま
つ
り
実

行
委
員
会
へ
開
催
等
経
費
と

し
て
委
託
料
七
〇
〇
〇
万
円

が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

委
託
料
以
外
に
要
し
た
市
職

員
の
時
間
外
勤
務
手
当
等
を

含
め
、
七
夕
ま
つ
り
開
催
経

費
の
総
額
は
ど
の
く
ら
い
で

あ
っ
た
の
か
伺
い
た
い
。

商
業
観
光
課
課
長
代
理

第

五
三
回
湘
南
ひ
ら
つ
か
七
夕

ま
つ
り
に
従
事
し
た
市
職
員

総
数
二
七
一
五
人
の
内
、
管

理
職
は
四
七
五
人
で
あ
っ

た
。
ミ
ス
七
夕
コ
ン
テ
ス
ト

や
ご
み
収
集
な
ど
を
含
む
七

夕
に
関
す
る
業
務
に
か
か
わ

っ
た
総
時
間
数
は
一
万
三
八

一
一
時
間
で
あ
り
、
そ
の
内
、

時
間
外
勤
務
手
当
の
対
象
と

な
っ
た
職
員
は
六
五
七
人
、

時
間
数
は
六
五
七
五
時
間

で
、
金
額
に
し
て
一
七
三
七

万
五
九
五
七
円
で
あ
っ
た
。

委
託
料
の
七
〇
〇
〇
万
円
に

時
間
外
勤
務
手
当
て
の
一
七

三
七
万
円
余
を
加
え
た
金
額

が
市
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
湘
南

ひ
ら
つ
か
七
夕
ま
つ
り
実
行

委
員
会
で
は
、
市
か
ら
の
委

託
料
、
協
賛
企
業
等
か
ら
の

寄
附
金
を
合
わ
せ
る
と
八
六

〇
一
万
二
六
二
三
円
の
収
入

が
あ
り
、
八
五
七
七
万
一
四

二
四
円
の
支
出
が
あ
っ
た
。

比
べ
六
・
八
％
増
え
た
が
、

一
日
当
た
り
の
医
療
費
の
増

加
や
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
改

議
員

十
五
年
度
の
公
共
下

水
道
使
用
料
の
収
入
未
済
額

は
二
億
二
五
七
五
万
七
五
四

円
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
件
数

を
聞
き
た
い
。
ま
た
、
平
成

十
五
年
五
月
一
日
か
ら
上
下

水
道
使
用
料
の
一
括
徴
収
制

度
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
収
納
率
に
変
化
は
あ
っ

た
の
か
。

下
水
道
総
務
課
長

公
共
下

水
道
使
用
料
の
徴
収
は
県
企

業
庁
に
全
面
委
託
を
し
て
い

る
。
十
五
年
度
の
未
収
の
調

定
件
数
は
八
万
八
七
一
〇
件

で
あ
っ
た
。
な
お
、
収
納
率

は
十
四
年
度
の
九
七
・
一
三

％
に
対
し
、
委
託
後
の
十
五

年
度
は
九
九
・
四
五
％
と
な

り
、
七
五
九
三
万
円
の
増
収

と
な
っ
た
。

議
員

十
五
年
度
の
滞
納
繰

越
分
の
収
入
額
を
聞
き
た
い
。

下
水
道
総
務
課
課
長
代
理

滞
納
繰
越
分
の
収
入
済
額
は

四
九
二
五
万
八
五
七
九
円
で
、

未
収
額
は
一
億
九
三
四
九
万

四
九
八
円
で
あ
っ
た
。
五
年

間
の
滞
納
整
理
期
間
が
あ
る

の
で
、
今
後
も
滞
納
整
理
に

努
め
て
い
き
た
い
。

正
に
よ
っ
て
も
十
三
年
度
で

は
一
五
・
二
％
、
十
四
年
度

で
は
一
二
％
ほ
ど
患
者
負
担

は
伸
び
て
お
り
、今
回
の
改

正
で
患
者
負
担
が
大
き
く
伸

び
た
と
は
、考
え
て
い
な
い
。

平
成
14
年
の
老
人
保
健
医
療
制
度
改
正

市
の
特
別
会
計
に
ど
う
影
響

下
水
道
事
業
特
別
会
計

一
括
徴
収
で
収
納
率
向
上

上
下
水
道

使

用

料

請
願
の
審
査
概
要

請
願
の
審
査
概
要�

請
願
の
審
査
概
要�

十
二
月
定
例
会
で
は
二
件

の
審
査
が
行
わ
れ
た
。

請
願
第
一
四
号
　
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
年
金
制
度
確
立

の
た
め
に
、
年
金
「
改
正
」

法
の
実
施
中
止
の
、
国
へ
の

意
見
書
提
出
を
求
め
る
請
願

で
は
、
現
在
の
雇
用
情
勢
で

は
、
保
険
料
を
納
付
で
き
な

い
人
の
増
加
や
、
厚
生
年
金

加
入
者
の
減
少
は
さ
ら
に
進

む
と
予
想
さ
れ
る
。
国
民
の

多
数
が
反
対
し
て
い
る
年
金

法
の
施
行
を
中
止
す
る
た
め

に
も
、
本
請
願
は
採
択
と
し

た
い
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

一
方
、
中
止
さ
せ
る
こ
と
は

混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
り
、

急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
で

あ
る
。
今
後
も
、
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
本
請

願
は
不
採
択
と
し
た
い
と
い

う
意
見
が
あ
っ
た
。
採
決
し

た
結
果
、
不
採
択
と
す
べ
き

も
の
と
な
り
、
本
会
議
で
も

不
採
択
と
決
定
し
た
。

な
お
、「
容
器
包
装
リ
サ

イ
ク
ル
法
の
見
直
し
を
求
め

る
意
見
書
」
提
出
を
求
め
る

請
願
は
、
継
続
審
査
と
決
定

し
た
。

経
常
収
支
比
率
８６
・
３
％

前
年
度
比
２
・
２

減
少
の
認
識
問
う

ポ
イ
ン
ト

病
院
事
業
会
計

経
営
改
善
の
取
り
組
み
尋
ね
る

平成15年度 一般･特別･病院会計�
決算委員会の審査概要�

平成15年5月に開設されたひらつか市民活動センター


